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③管理者ネットワークのへ参画

管理に従事している会員のうち、以下の
3項目いずれかに該当する者。（教育関
係者も含む。1施設複数登録可）

１．士会長の推薦者

２．
士会主催のマネジメント研修受講
（終了日数は規定なし）

３．
回復期セラマネ、訪問リハ管理者、
あるいは、その他医療的マネジメン
トコースを卒業した者

① 「協会の求める管理者像」（約45分）
（講義または動画教材）

② 「各都道府県における士会組織化の方
向性と管理者の協力体制」（約40分）
（講義）

① EPDCAサイクルの徹底の必要性に関する
講義60分以上

② 受講者への宿題の明示自施設の部下に
対し、EPDCAサイクルの徹底がなされてい
るか確認することを伝える

※登録理学療法士の更新ポイント、認定・専門理学療法士の更新点数の付与はありません（講師含む）

※登録理学療法士未取得でも協会指定管理者（初級）は取得可能です

・地域や職域の問題への対処
・理学療法士の質向上
・管理者の支援

を目的とし、「協会指定管理者（初
級）」として育成した管理者を、都
道府県士会のもと地域・職域ごとに
組織化する。

〇地域別
（市町村別・二次医療圏別など）

〇職域別
（急性期、回復期、地域包括ケア病
棟、生活期など）



「協会指定管理者（初級）」を取得するには

Ⅰ-①

受講要件 管理に従事している会員 ※かつては「５年以上」管理に従事している、「職位は主任以上」という規定がありましたが、現在は廃止されております。

➥定義：部下を持つもしくは部下はなくても業務上の責任ある立場として、組織から指示を受け活動している方

証明書の種類 自己申請での職歴書で可 ※書式・フォーマットが必要な場合は、別添の「管理者証明書」をご参考ください

勤務先からの役職証明、就労証明、辞令交付書などがある場合には添付

判断基準 証明書で受講要件を満たしていることが分かること

Ⅰ-②

Ⅰ.受講要件
Ⅱ.管理者証明の申請方法
Ⅲ.協会指定管理者研修について
Ⅳ.取得の確認

「協会指定管理者（初級）」を取得するには、以下のⅠ-①とⅠ-②をともに満たしていることが必要です

受講要件 以下の３項目いずれかに該当する者

1.士会長の推薦者

2.士会主催のマネジメント研修を受講

3.回復期セラマネ、訪問リハ管理者、あるいは、その他医療的マネジメントコースを卒業した者（終了日は規定なし）

証明書の種類 任意（推薦書、受講証明書など）

判断基準 証明書で受講要件を満たしていることが分かること



「協会指定管理者（初級）」を取得するには

1.職能管理メニュー ＞協会指定管理者取得状況確認 を選択 2.協会指定管理者 取得状況確認画面 ＞管理者証明の申請から「申請する」を
押す

『協会指定管理者研修（初級）』を受講する前に、 マイページより管理者証明の申請が必要です。
※申請をせず協会指定管理者研修を受講した場合、協会指定管理者（初級）の取得はできません。

Ⅰ.受講要件

Ⅱ.管理者証明の申請方法
Ⅲ.協会指定管理者研修について
Ⅳ.取得の確認



「協会指定管理者（初級）」を取得するには

3.必須項目の入力・確認

理学 太郎

リガク タロウ

4.証明書のアップロード（参照ボタンを押してファイルを選択）し、「次へ」を押す

Ⅰ-①を証明するもの

書式の指定はありません。
Ⅰ-①についてはテンプレートをダウンロードできます。

Ⅰ-②を証明するもの

Ⅰ.受講要件

Ⅱ.管理者証明の申請方法
Ⅲ.協会指定管理者研修について
Ⅳ.取得の確認

『協会指定管理者研修（初級）』を受講する前に、 マイページより管理者証明の申請が必要です。
※申請をせず協会指定管理者研修を受講した場合、協会指定管理者（初級）の取得はできません。



「協会指定管理者（初級）」を取得するには

【協会指定管理者研修への参加にあたっては、ご注意ください！】

受講要件の申請
協会指定管理者
研修の受講

協会指定管理者
（初級）取得

Ⅰ.受講要件
Ⅱ.管理者証明の申請方法

Ⅲ.協会指定管理者研修について
Ⅳ. 取得の確認

参加の前に、「受講要件」を満たしており、マイページにて申請を済ませていること。
申請を済ませていないと・・・【協会指定管理者（初級）】の取得ができません！

※研修には、受講要件を満たしていない方も参加が可能ですが、 【協会指定管理者（初級）】の取得はできません。
※管理者証明の申請が済んでいることを、研修の申込要件としている開催士会もございます。
※研修の参加後に受講要件の申請をされた場合、再度研修の受講が必要です。



「協会指定管理者（初級）」を取得するには

研修内容
名称：第●回 協会指定管理者研修

内容：Aの①・②を含む研修会もしくは、Bの①・②を含む研修会

A
①「協会の求める管理者像」（約45分）（動画教材）

②「各都道府県における士会組織化の方向性と管理者の協力体制）（約40分）（講義）

B
①EPDCAサイクルの徹底の必要性に関する講義60分以上

②受講者への宿題の明示。自施設の部下に対しEPDCAサイクルの徹底がなされているか確認することを伝える

ご自身がご所属する都道府県士会主催の、下記A・Bいずれかの内容の研修会をご受講ください。

（いずれを開催するかは都道府県士会の判断となります。）

Ⅰ.受講要件
Ⅱ.管理者証明の申請方法

Ⅲ.協会指定管理者研修について
Ⅳ. 取得の確認



「協会指定管理者（初級）」を取得するには

協会指定管理者研修は、下記の手続きでお申し込みください。

1.職能管理メニュー ＞指定管理者取得状況確認 2.協会指定管理者（初級） ＞協会指定管理者研修の「セミナー検索」を押す

4. セミナー情報の「詳細」ボタンを押す3.検索結果一覧

Ⅰ.受講要件
Ⅱ.管理者証明の申請方法

Ⅲ.協会指定管理者研修について
Ⅳ. 取得の確認



「協会指定管理者（初級）」を取得するには

5.講義情報を確認し、「申込」にチェックを入れ、下部の「申込」を押す

研修の受講

Ⅰ.受講要件
Ⅱ.管理者証明の申請方法

Ⅲ.協会指定管理者研修について
Ⅳ. 取得の確認

協会指定管理者研修は、下記の手続きでお申し込みください。



「協会指定管理者（初級）」を取得するには

協会指定管理者（初級）研修を受講後、「履修済」となっていることを確認

取得済となっていることを確認（未取得の場合は記載なし）

協会指定管理者研修を受講後、マイページで協会指定管理者（初級）が「取得済」となっていることをご確認ください。

Ⅰ.受講要件
Ⅱ.管理者証明の申請方法
Ⅲ.協会指定管理者研修について

Ⅳ. 取得の確認

1.職能管理メニュー ＞協会指定管理者取得状況確認 を選択 2.取得状況を確認する


